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１ 基本事項 

(1) 目的等 

ア 目的 

今日、法務省が担う施策は、所有者不明土地問題の解消や、観光立国実

現に向けた出入国手続の迅速化・円滑化、世界一安全な日本創造のための

再犯防止対策の強化、震災復興支援や社会保障・税に関わる番号制度への

対応、刑事手続のデジタル化など、国民生活に密接に関連する広範な分野

に及び、法務行政が果たすべき使命は、ますます重要なものとなっている。 

一方、新型コロナウイルス感染症への対応の中、行政サービスや民間に

おけるデジタル化の遅れが浮き彫りとなり、こうしたデジタル化の遅れ

は、国際競争力の低下を招くとの認識の下、令和２年（2020年）「デジタ

ル社会の実現に向けた改革の基本方針」が策定され、我が国のデジタル化

を強力にリードする司令塔が必要として、令和３年（2021 年）９月１日

にデジタル庁が発足した。 

このような中、令和３年（2021年）12月 24日には、目指すべきデジタ

ル社会の実現に向けて、政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策を明記

した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が策定され、各府省庁はこ

れに沿ってデジタル化のための構造改革や個別の施策に取り組むことと

されている。 

本計画は、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年（2022年）

６月７日閣議決定。以下「重点計画」という。）の策定を受け、法務省に

おけるデジタル・ガバメントの実現に向けた具体的な方策について、重点

事項を中心に、中長期的な実施計画を示すものである。 

 

イ 計画期間 

令和４年（2022年）４月１日から令和９年（2027年）３月 31日までと

する。 

 

(2) 現状と課題 

法務省においては、国民の取引の安全と円滑に資する登記制度に関する

業務、国民の国籍及び身分関係を公証する戸籍制度に関する業務、国家社会

の治安維持を目的とする捜査・公判・刑の執行等に関する検察業務、矯正施

設における被収容者の処遇に関する業務、更生保護に関する業務、出入国在

留管理業務、破壊的団体の規制に関する調査・処分請求等に関する公安調査

庁の業務など、国民の安全・安心な社会に必要不可欠な広範な分野を所管し

ており、これらの業務を行う上で必要となる情報システムを整備している

ところである。 

「重点計画」等に挙げられている法務省の施策としては、 

・行政手続におけるキャッシュレス化の推進 

・司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化 

・登記情報等の行政機関間連携 



2 

 

・刑事手続のデジタル化 

・矯正行政のデジタル化 

・更生保護行政のデジタル化 

・出入国及び在留手続のデジタル化の拡大 

・マイナンバーカードと在留カードとの一体化 

等があり、各施策について、検討等を行っているところであるが、これらの

施策の進捗状況を把握の上、適切に進めていく必要がある。 

デジタル・ガバメントの実現のためには、必要な情報システムの整備が前

提となり、相応のコストを要することとなるが、現在、法務省においては、

政府情報システム改革の推進の下、システム数の半減と運用コストの３割

削減に取り組んでいるところであり、コスト削減に向けた短期的な課題と

して、現行システムの保守・運用の適正化を図るとともに、中期的な課題と

して、分散配置しているサーバのセンター拠点への集約及びクラウドサー

ビスの利用などの「資源ロスの改善」や「資源余剰の改善」等を実施し、さ

らに、長期的には、情報システムのアーキテクチャ、データ構造等を見直し、

シンプルで効率的なシステムとするといった対応が必要となる。 

とりわけ、大規模システムについては、デジタル統括責任者による総括及

び副デジタル統括責任者による指導の下、デジタル統括アドバイザー及び

ＰＭＯ（府省内全体管理組織。Portfolio Management Office）による定期

的なヒアリングを実施するなどして、必要な機能や性能の維持はもとより、

更なる利便性向上、サービス改善を図るべく、開発に要する予算や期間を見

極め、その時期や進め方を検討する必要がある。 

本計画においては、国民の利便性向上のために、「重点計画」及び「規制

改革実施計画」（令和６年（2024 年）６月 21 日閣議決定）に定められた施

策について重点的に取り組むこととしている。また、今後、行政手続の棚卸

し結果等を踏まえて、現状把握と課題分析を行い、手続の見直し等について

検討を進め、本計画を更新する。 

さらに、現行システムの保守・運用の適正化や、分散配置しているサーバ

のセンター拠点への集約及びガバメントクラウド、ガバメントソリューシ

ョンサービス（以下「ＧＳＳ」という。）の利用などの資源ロスの改善、資

源余剰の改善等に取り組むほか、これらの取組の推進に当たっては、デジタ

ル庁とも連携しつつ、投資対効果について十分に配意する。 

そして、法務行政においては、機密性の高い情報を扱うことから、これま

でクローズドネットワークとして運用してきた分野も多いが、外部関係機

関との連携強化・迅速化やテレワークの実施等が求められているほか、サイ

バー攻撃の高度化によって、クローズドネットワークであれば安全である

とは必ずしも言えない情勢になりつつあることから、常時アクセス判断・許

可アーキテクチャ（ゼロトラストアーキテクチャ）での制御等の十分なセキ

ュリティ対策を講じた上で、新たな視座に立ったシステムを構築するなど、

法務行政のデジタル化を進める。 

なお、国民等サービスの利用者に対するサービス提供を前提としたシス
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テムの整備に当たっては、受益者負担の考えから、適切な手数料の在り方に

ついての検討や手数料収入を踏まえて、最適なシステムの規模等を検討す

る必要がある。 

 

(3) 計画目標 

前述の目的の実現に向け、法務省において、本計画により達成しようとし

ているのは、全ての国民等が、環境に制限されることなく、社会基盤である

法務行政にアクセスすることができる状態であり、以下の「２ デジタル社

会の実現に向けた主な取組事項」に記載したとおり各現状と課題に応じ、計

画目標を立て、取組を進めていく。 

なお、取組に当たっては、以下の点に留意しその実現を図っていくことと

する。 

 

ア デジタル庁が整備する共通機能の活用の徹底 

各情報システムについて、品質・コスト・スピードを兼ね備えた行政サ

ービスに向けて、デジタル庁が検討しているアーキテクチャに基づき、整

備されるガバメントクラウド、ＧＳＳ、ベース・レジストリ等の共通機能

の活用を徹底する。 

このうち、特にガバメントクラウドへの移行に当たっては、単なるクラ

ウド移行ではなく、ガバメントクラウド移行に併せて、サービスデザイン

の観点を踏まえた徹底した業務改革（ＢＰＲ）を行うとともに、システム

のモダン化・クラウドネイティブ化、ガバメントクラウド上の共通機能の

活用を徹底することにより、運用等経費及び改修経費の３割削減による

システム経費の最適化を図るとともに、利用者にとって利便性の高いシ

ステムへ刷新する。 

そして、利便性とセキュリティ両面を確保したネットワークへの統合

に向けて、ネットワーク更改等を契機に、ＧＳＳへ移行するため、デジタ

ル庁と連携して取組を進める。 

このため、ＰＭＯに各情報システムのクラウド移行等に係る支援体制

を整備するとともに、優先的に取り組むべきシステムを定め、ガバメント

クラウドやＧＳＳ移行に当たって、集中的にＢＰＲ・システムのモダン化

等のシステム刷新を行う。これらの取組は、適時・適切にプロジェクト計

画書に反映し、ＰＭＯにおいて実施状況を監理する。 

 

イ 実現に向けたプロセスの整備及び推進体制の強化 

本計画の取組を確実に実施するため、各情報システムにおいてプロジ

ェクト計画書の作成を徹底するとともに、関係部局と連携しつつＰＭＯ

において同計画書に基づくプロジェクト監理を実施する。 

また、デジタル庁と連携しながらデジタル人材の確保・育成に取り組み、

ＰＭＯ・ＰＪＭＯ（プロジェクト推進組織。ProJect Management Office）

の推進体制の強化を図る。 
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２ デジタル社会の実現に向けた主な取組事項 

(1) デジタル原則に照らした規制の一括見直しに係るシステム整備 

・ 刑事行政関係 

刑事手続のデジタル化については、「一括見直しプラン」別表１の備考

欄において、別途検討を行う旨の記載がなされており、個別に検討を進め

る。 

なお、検討に当たっては、デジタル庁を含めた関係機関との間で、「既

存のシステムを活用して、規制の見直しができないか」といった費用削減

の視点をも踏まえた十分な協議を実施する。 

 

(2) 「重点計画」に記載されている事項に係るシステム整備等 

ア 国民に対する行政サービスのデジタル化 

(ｱ) 各種免許・国家資格等のデジタル化の推進 

① 司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化 

ⅰ 現状と課題 

    司法試験及び司法試験予備試験においては、 

(ⅰ) 出願手続や受験票・合格通知書の交付等の手続が全て郵送で

のみ行われており、受験手数料の納付も収入印紙を受験願書に

貼付して郵送する方法でのみ行われている。 

(ⅱ) 短答式試験及び論文式試験について手書きにより解答するこ

ととされており、特に論文式試験については、他の国家試験では

類を見ないほどの大量の答案を手書きで作成することが求めら

れている。 

また、論文式試験の答案審査（採点）の面においても、答案用

紙に記入された手書きの文字の判読が困難な場合が少なくなく、

採点担当者に無用の負担を掛けている状況にある。 

ⅱ 目標・取組 

  受験者の利便性の向上、試験関係者の負担軽減を図る観点から、 

(ⅰ) 令和７年度（2025 年度）から開始した出願手続等のオンライ

ン化及び受験手数料のキャッシュレス化の円滑な運用（デジタ

ル庁が提供する「国家資格等情報連携・活用システム」を活用す

る。） 

(ⅱ) 令和８年（2026 年）に実施する試験からＣＢＴ（Computer 

Based Testing）方式による試験の導入 

を着実に実施する。 

ＫＰＩ オンラインによる出願手続の割合（令和８年（2026年）
試験：60％） 

 

② 司法書士試験、土地家屋調査士試験等のデジタル化の推進 

   ⅰ 現状と課題 
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司法書士試験、土地家屋調査士試験、簡裁訴訟代理等能力認定考

査、土地家屋調査士民間紛争解決手続代理能力認定に係る出願手

続や、司法書士名簿及び土地家屋調査士名簿の登録に係る申請手

続は、書面のみで行われ、手数料又は登録免許税の納付も収入印紙

によっている。今後、出願及び登録申請並びに手数料又は登録免許

税の納付について、利便性の向上及び事務の効率化のため、オンラ

イン化を検討する必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

デジタル庁が提供する「国家資格等情報連携・活用システム」に

参画し、オンラインによる出願及び登録申請並びに手数料又は登

録免許税の納付の実現を検討する。 

ＫＰＩ オンラインによる出願手続の割合：40％ 
オンラインによる登録申請の割合：40％ 

 
(ｲ) マイナンバーカードと在留カード等との一体化の実現 

ⅰ 現状と課題 

外国人は、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続をそ

れぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀な

くされている。マイナンバーカードと在留カード等の一体化につい

て、令和６年（2024 年）通常国会において成立した出入国管理及び

難民認定法等一部改正法の公布後２年以内の施行に向けて、関係省

庁とともに政省令やシステム等の整備をする必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

令和６年（2024 年）通常国会において成立した出入国管理及び難

民認定法等一部改正法に基づき、令和８年（2026 年）６月の施行に

向けて、省令やシステム等の整備を進める。 

 

(ｳ) マイナンバー制度の活用による養育費の支払確保の実現 

ⅰ 現状と課題 

子供の貧困対策を背景として、養育費の支払確保に関する課題は、

子の利益に直結する喫緊の課題である。 

ⅱ 目標・取組 

養育費に関する規律など離婚等に伴う子の養育の在り方について

は、法制審議会家族法制部会で調査審議が行われ、令和６年（2024年）

２月に法制審議会総会で採択された要綱が法務大臣に答申されたが、

要綱にマイナンバー制度の活用は盛り込まれなかったほか、同年５

月に成立した改正法の内容にも盛り込まれなかった。 

 

(ｴ) 死亡・相続ワンストップサービスの推進 

ⅰ 現状と課題 

死亡や相続に関する国の行政手続では、身分関係を証明すること
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等を目的として、戸籍謄抄本の添付を求めているものがある。 

現状、死亡に関する手続（死亡届及び死亡診断書（死体検案書）の

提出）をオンラインで完結することは制度上可能であるが、実際に利

用可能な仕組みは構築されていないため、死亡に関する手続をワン

ストップで行うことのできる仕組みの構築について検討を進める必

要がある。 

ⅱ 目標・取組 

死亡・相続ワンストップサービスに係る制度を所管する府省と連

携し、デジタル庁における戸籍電子証明書を活用した法定相続人の

特定に係る遺族等の負担軽減策の検討に協力するとともに、「重点計

画」に基づき、令和９年度（2027 年度）をめどに死亡に関する手続

のオンラインでの完結を目指す。 

具体的な取組は、以下のとおり。 

令和５年度（2023 年度）末に運用を開始した戸籍情報連携システ

ム等を活用し、戸籍に関する情報の連携等を可能とする仕組みを順

次構築するための準備を着実に進める。 

また、死亡に関する手続（死亡届及び死亡診断書（死体検案書）の

提出）をオンラインで完結する仕組みの構築に向けて、デジタル庁及

び厚生労働省が主体となって令和３年度（2021 年度）から実施して

いる実証実験を基にした社会実装に向けた課題の整理に、関係府省

庁として法務省も協力している。 

 

(ｵ) 旅券申請のオンライン化に係る戸籍謄本の添付省略の実現 

ⅰ 現状と課題 

旅券申請等の国の行政手続では、身分関係等を証明すること等を

目的として、戸籍謄抄本の提出を求めているものがあるが、戸籍情報

連携システムの構築により、令和７年（2025 年）３月から旅券申請

等の一部の行政手続において、戸籍電子証明書の活用による戸籍謄

抄本の添付省略を実現した。 

ⅱ 目標・取組 

旅券の申請について、戸籍電子証明書の仕組みの活用により戸籍

謄抄本の添付省略が可能となる行政手続の拡大に取り組んだ。 

 

(ｶ) 在留関係手続のデジタル化 

ⅰ 現状と課題 

令和元年（2019 年）７月からオンラインによる在留申請手続を開

始し、これまで段階的に対象手続や対象者の拡大を行ってきたとこ

ろであるが、システムの使い勝手や利便性の向上に関して各方面か

ら多数の改善要望を受けている現状にある。 

また、重点計画では令和７年度（2025 年度）の在留手続のオンラ

イン申請率を 30％とするとの目標を掲げていることから、オンライ
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ン申請率の向上も含め、引き続き、検討・推進していく必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

在留オンラインシステムに関し、引き続き定期的に利用者アンケ

ートを実施し、その結果を参考にして、利便性の向上に向けたシステ

ムの改修や検討を進めていくとともに、更なるオンライン申請率の

向上に取り組む。 

 

(ｷ) Visit Japan Webによる入国手続の効率化 

ⅰ 現状と課題 

令和３年（2021年）12月以降 Visit Japan Webを利用した上陸申

請における外国人入国記録の電子的な受領が可能となったところ、

２次元コードを読み取るための機器の増配備を進めたほか、入管・税

関手続に必要な情報を同時に提供することを可能とする「共同キオ

スク」を一部空港に導入した。 

ⅱ 目標・取組 

引き続き、入国者数の推移を注視しながら、入国旅客数の多い主要

空港へ共同キオスクを順次増配備していくことを検討する。 

 

(ｸ) 出入国審査のデジタル化 

ⅰ 現状と課題 

2030 年に訪日外国人旅行者数 6,000 万人を目指す政府目標に対応

するため、デジタル技術を活用して一層厳格かつ円滑な出入国管理

を実現する必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

我が国にとって好ましくない外国人の入国を未然に防止するのみ

ならず、円滑な上陸審査を可能にする電子渡航認証制度の令和 10年

年度（2028年度）中の導入を目指す。  

 

イ 暮らしのデジタル化 － 登記情報の行政機関間相互連携 

ⅰ 現状と課題 

行政機関等への法令に基づく手続では登記事項証明書の添付を求め

るものが多く、その入手の費用・時間等が利用者の負担となっている。

また、登記情報の確認のための公用請求による登記事項証明書の取得

が、地方公共団体を始め行政機関等の負担となっている。 

ⅱ 目標・取組 

令和８年度（2026 年度）は、行政機関等における不動産登記の登記

情報連携の利用を大幅に拡充する。 

なお、商業・法人登記の登記情報連携（ＧＵＩ利用）については、令

和８年（2026 年）中に、デジタル庁が提供する法人ベース・レジスト

リに切替予定である。 
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ウ 遺言制度のデジタル化 

ⅰ 現状と課題 

現行法では、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、書面で、

その全文（財産目録を除く。）、氏名等を自書し、押印をする必要がある

ところ（民法第 968条）、利便性を向上する観点等から、デジタル技術

活用の検討が求められている。 

ⅱ 目標・取組 

遺言制度を国民にとってより一層利用しやすいものとする観点から、

令和６年（2024 年）４月以降、法制審議会民法（遺言関係）部会にお

いて、遺言制度の見直しに関する調査審議が行われ、令和８年（2026年）

１月２０日、同部会において、デジタル技術を活用した新たな遺言の方

式に関する規律を設けることや、自筆証書遺言等の方式要件から押印

要件を廃止することなどを内容とする要綱案が取りまとめられた。同

年２月に法制審議会総会で採択された同要綱が法務大臣に答申され、

その内容に基づき、早期の法改正を目指し、準備を進めている。 

 

エ 国の情報システムの刷新 

(ｱ) ガバメントクラウド活用の検討 

ⅰ 現状と課題 

「重点計画」において、「各府省庁の情報システムについては、既

にクラウドサービスを利用しているものも含め、更改時期等を勘案

しつつ、原則、令和５年度（2023 年度）以降順次ガバメントクラウ

ドへの移行を進める」ことが求められている。 

 ⅱ 目標・取組 

法務省の情報システムにおけるクラウドサービスの利用の検討に

当たっては、クラウド・バイ・デフォルト原則のみならず、クラウド

の特性等に応じたクラウドサービスの利活用、すなわち、「クラウド

スマート」の考え方に基づくこととし、情報システム構築の迅速性・

柔軟性の向上、可用性を始めとする高いセキュリティの実現、コスト

効率の向上など、これにより得られる効果の追求を図る。 

令和５年（2023年度）に「法務省ホームページシステム」及び「訟

務情報システム」、令和６年度（2024年度）に「司法試験総合管理シ

ステム」、「ＡＤＲ認証業務処理システム」及び「人権擁護事務支援

システム」、令和７年度に「出入国管理システム」のサブシステムで

ある「失効情報照会システム」がガバメントクラウドに移行し、今後

もシステムごとに移行方針も含め検討を進めていく。 

  

(ｲ) ネットワークの整備 

① 新府省間ネットワークへの移行 

ⅰ 現状と課題 

法務省においては、行政機関間の共通ネットワークインフラで
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ある、政府共通ネットワークを利用して、各府省等との情報システ

ムの相互接続を実現していたが、令和５年（2023 年）末に、広帯

域、高品質、低コストかつ高セキュリティな新たな府省間ネットワ

ーク（以下「ＧＳＳ Ｇ－Ｎｅｔ」という。）へのネットワークの

切替えを実施したところ、令和６年（2024 年）以降は当該ネット

ワークを利用したシステムの安定した運用を継続する必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

「重点計画」において、デジタル庁が構築するＧＳＳにより提供

されるＧＳＳ Ｇ－Ｎｅｔへ移行することとされた。 

令和４年（2022 年）中にデジタル庁から移行計画及び全体スケ

ジュールが示され、令和５年（2023年）12月にネットワークの切

替えを実施したことから、令和６年（2024 年）以降は、当該ネッ

トワークを利用したシステムの安定運用を継続する。 

 

② 全国ネットワークの活用の検討 

ⅰ 現状と課題 

法務省の基盤となる情報システムである「法務省統合情報基盤」

のうち、法務本省と所管各庁及びその出先機関の 1,000 拠点以上

を接続する広域ネットワークである「統合ＷＡＮ」については、令

和７年度（2025 年度）にＧＳＳへの移行を完了したところ、令和

８年（2026 年）以降は当該ネットワークを利用したシステムの安

定した運用を継続する必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

「重点計画」において、各府省庁は、令和４年度（2022 年度）

以降のネットワーク更改等を契機に、デジタル庁が提供するＧＳ

Ｓへ移行することを原則とするものとされた。 

これを踏まえ、「法務省統合情報基盤」の広域ネットワークであ

る「統合ＷＡＮ」については、令和７年度（2025 年度）にＧＳＳ

への移行を完了した。 

令和８年度（2026 年度）以降は、ＧＳＳ管理組織と連携し、Ｇ

ＳＳのネットワーク（以下「ＧＳＳ－ＮＷ」という。）を利用した

システムの安定運用を継続する。 

 

③ 府省ＬＡＮ統合 

（秘書課） 

ⅰ 現状と課題 

法務省の基盤となる情報システムである「法務省統合情報基盤」

のうち、法務省内部部局等職員３万人以上が行政事務を遂行する

ために利用する基幹ＬＡＮである「基盤システム」については、令

和７年度（2025年度）にＧＳＳへの移行を完了した。 

また、法務省内の他の情報システムに対して提供していた共通
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機能については、当面の間は法務省において運用を継続する必要

があることから、令和７年度（2025 年度）に次期システム（法務

省共通基盤）を整備し、移行を完了した。 

令和８年（2026 年）以降は法務省におけるＧＳＳの適正な利用

及び法務省共通基盤の安定した運用を継続する必要がある 

ⅱ 目標・取組 

「重点計画」において、各府省庁は、令和４年度（2022 年度）

以降のネットワーク更改等を契機に、デジタル庁が提供するＧＳ

Ｓへ移行することを原則とするものとされた。 

これを踏まえ、「法務省統合情報基盤」のうち基幹ＬＡＮである

「基盤システム」については、令和７年度（2025 年度）にＧＳＳ

への移行を完了した。令和８年度（2026 年度）以降は、ＧＳＳ管

理組織と連携し、法務省におけるＧＳＳの適正な利用を継続する。 

また、法務省内の他の情報システムに対して提供している共通

機能については、当面の間は法務省において運用を継続する必要

があることから、令和７年度（2025 年度）に次期システム（法務

省共通基盤）を整備し、移行を完了した。令和８年度（2026年度）

以降は、法務省共通基盤の安定運用を継続するとともに、共通機能

を利用する各情報システムのＧＳＳ又はガバメントクラウド等へ

の移行状況を踏まえつつ、共通機能の大幅な縮小又は廃止も含め、

法務省共通基盤の将来的な在り方について検討を進める。 

 

（矯正局） 

ⅰ 現状と課題 

矯正総合情報通信ネットワークシステム（以下「コーネット」と

いう。）は、これまで、原則としてインターネットに接続しないこ

とで、セキュリティリスクの低減を図ってきたが、近年、就労支援

等の業務で外部関係機関との連携が不可欠となっているほか、働

き方改革としてテレワークの実施が求められるようになるなど、

クローズドネットワークとして運用を継続することのデメリット

が目立つようになってきたため、Microsoft 365等のクラウドサー

ビスを利用したグループウェアへの移行を完了した。同グループ

ウェアの各サービスを矯正職員が円滑かつ安定的に利用できるよ

うにするため、ネットワーク及び端末等の増強・増設とともに、情

報セキュリティ対策の高度化を順次進めている。 

また、「重点計画」において各府省の個別ＬＡＮシステムのＧＳ

Ｓ移行が原則とされていることに加え、法務省統合情報基盤がＧ

ＳＳへ移行したことを踏まえ、コーネットについても同様の移行

を進める必要がある。コーネットのＧＳＳ移行に向けた調査研究

を実施したほか、引き続き移行に必要な技術的検討を行っている。 

ⅱ 目標・取組 
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以下の状態を目指す。 

・全官執勤務者が自分専用のコーネット端末を利用できること（令

和５年（2023年）３月実施済み。）。 

・コーネット端末のセキュリティ対策が強化されること。 

・コーネット上で全矯正職員と個別にコンタクトが取れること。 

・コーネット上のデータやサービスへのアクセスを個人単位で管

理できること（令和５年（2023年）３月実施済み。）。 

・テレワークが容易になること。 

・テレワークで利用できるサービスが充実すること。 

・グループウェア等に係る運用コストが下がること。 

・リモートアクセス環境のセキュリティ対策が強化されること。 

・全矯正職員がコーネットやテレワーク利用上の情報セキュリテ

ィ対策を理解し、実践できること。 

・法務省統合情報基盤がＧＳＳへ移行後も、コーネットが提供する

サービスを継続して提供すること（令和７年（2025年）12月実

施済み。）。 

・コーネットについては、令和 11年度（2029年度）を目途にＧＳ

Ｓへ移行することとしており、令和６～７年度（2024～2025 年

度）に実施した調査研究の検討結果を踏まえ、令和８年度（2026

年度）から、移行に向けた要件定義を実施する。 

 

（保護局） 

ⅰ 現状と課題 

更生保護を所掌する法務省保護局と更生保護の実施機関である

更生保護官署とでは、現状、異なるネットワークを利用しており両

者の連絡や情報共有等が煩雑となっている。そこで、 「重点計画」

において、令和４年度（2022 年度）以降のネットワーク更改等を

契機に、ＧＳＳへ移行することが原則とされていることや、法務省

統合情報基盤がＧＳＳへの移行を予定していることを踏まえ、今

後の両者の円滑な連絡、情報共有等を実現するため、更生保護官署

が利用する更生保護トータルネットワークシステムについても、

ＧＳＳへの移行に必要な技術的検討を行う必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

更生保護トータルネットワークシステムについては、令和９年

度（2027 年度）までにＧＳＳへ移行することとしており、令和５

年度（2023年度）に実施した調査研究並びに令和６年度（2024年

度）に実施したＧＳＳ移行に係る技術的課題等の整理及びその対

応策等の検討結果を踏まえ、令和７年度（2025 年度）からＧＳＳ

移行に向けた要件定義を実施した。 

令和８年度（2026 年度）からは、データ移行等に向けたアセス

メントやポータルサイトの設計等を実施する。 
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（出入国在留管理庁） 

ⅰ 現状と課題 

法務省共通基盤配下に、全国の出入国在留管理庁職員が利用し

ている出入国在留管理庁通信ネットワークシステム（以下「入管Ｗ

ＡＮ」という。）があり、令和８年度にＧＳＳへの移行が決定して

いる。また、出入国在留管理業務に係る基幹システム群については、

特に２４時間３６５日の安定稼働が求められるところ、ＧＳＳネ

ットワーク環境への切替えにつき、安定的かつ高速な通信環境を

確保する観点から、計画的に移行を進める必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

出入国在留管理業務に係る基幹システム群については法務省統

合ＷＡＮからＧＳＳネットワークへの切替え移行に伴い、デジタ

ル庁及び秘書課と協力して接続要件の整理や通信検証を行い、令

和７年度末までに安全に移行を完了する。全国の地方出入国在留

管理官署における入管ＷＡＮについても、令和８年１２月末まで

のＧＳＳへの移行完了を目指し、着実な動作検証及び段階的なネ

ットワーク切替えを実施する。 

 

④ 公的機関統一ＩＤ基盤の利用の検討 

（秘書課） 

     ⅰ 現状と課題 

法務省の基盤となる情報システムである「法務省統合情報基盤」

のうち、法務省内部部局等職員３万人以上が行政事務を遂行する

ために利用する基幹ＬＡＮである「基盤システム」については、令

和７年度（2025 年度）にＧＳＳへの移行を完了し、ＧＳＳが提供

する公的機関統一ＩＤ基盤であるＧＳＳ ＡＭＳの利用を開始し

た。 

ⅱ 目標・取組 

「法務省統合情報基盤」のうち基幹ＬＡＮである「基盤システム」

については、令和７年度（2025 年度）に、ＧＳＳへの移行を完了

した。 

一部の府省共通システムで利用している職員認証サービス（Ｇ

ＩＭＡ）については、令和９年度（2027 年度）末にサービスを終

了することから、ＧＩＭＡ管理組織及びＧＳＳ管理組織と連携し、

ＧＩＭＡ後継サービスであるＧＳＳ ＡＭＳへの円滑な移行を進

める。 

 

（矯正局） 

ⅰ 現状と課題 

矯正局においては、法務本省勤務職員と所管する刑務所、少年院
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等の矯正施設勤務職員が異なる情報システムを使用しており、法

務本省勤務職員は矯正施設勤務職員とコミュニケーションを取る

ために複数のアカウントを保有しているところ、それらは異なる

ＩＤとして管理されているため、利用する情報システムを切り替

える都度、ログインし直す必要があるなどユーザビリティの低下

を招いている。 

ⅱ 目標・取組 

矯正局が独自に整備したグループウェアについて、令和４年度

（2022 年度）に更新し、全ユーザーに１人１アカウントを割り当

てたほか、政府共通ネットワークとのメール疎通を実現した。引き

続き、フェデレーション認証を実現できるよう、関連システムとの

調整を進める。 

また、コーネットについては、令和 11年度（2029年度）を目途

にＧＳＳへ移行予定であり、移行に伴い、全矯正職員が同一の情報

システムを利用することが可能となるため、引き続き移行に向け

た検討を進める。 

 

（保護局） 

ⅰ 現状と課題 

更生保護トータルネットワークシステムについて、ＧＳＳ移行

に向けた検討を進めているところ、公的機関統一ＩＤ基盤につい

ても、「重点計画」において共通基盤の徹底した利用が原則とされ

ていることを踏まえ、ＧＳＳ移行に係る検討と併せて検討してい

る。 

ⅱ 目標・取組 

ＧＳＳ移行を含む次期更生保護トータルネットワークシステム

の検討と併せて、公的機関統一ＩＤ基盤の利用についても引き続

き検討を進める。 

 

（出入国在留管理庁）   

ⅰ 現状と課題 

令和 7 年度の秘書課主導によるＧＳＳへの移行に伴い、出入国

在留管理庁本庁では公的機関統一ＩＤ基盤の活用を可能とする環

境整備が進展している。同様に令和８年度には地方出入国在留管

理局官署におけるＧＳＳへの移行を円滑に実施する必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

出入国在留管理庁と地方出入国在留管理官署のシステムを一元

化するため、令和５年度（2023 年度）に実施した調査研究の結果

を踏まえ、令和７年度からＧＳＳへの移行に係る整備を順次進め

ており、公的機関統一ＩＤ基盤の利活用の定着を図る。 
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(ｳ) デジタル庁・各府省共同プロジェクトの推進 － 登記情報システム 

ⅰ 現状と課題 

(ⅰ) 行政機関等への法令に基づく手続では登記事項証明書の添付を

求めるものが多く、その入手の費用・時間等が利用者の負担となっ

ている。また、登記情報の確認のための公用請求による登記事項証

明書の取得が、地方公共団体を始め行政機関等の負担となってい

る。 

(ⅱ) 登記情報システムは、年間運用等経費に係る予算規模が政府情

報システムの中でも大きいシステムであるところ、政府方針等に

基づき、運用等経費の削減に取り組んでいく必要がある。 

    ⅱ 目標・取組 

(ⅰ) 登記情報連携の利用により、利用者及び行政機関等の負担を低

減する。 

(ⅱ) 情報システムの更改を契機として、システム運用等経費の削減

を進めていく。 

具体的な取組としては、 

(ⅰ) 令和８年度（2026 年度）は、行政機関等における不動産登記の

登記情報連携の利用を大幅に拡充する。 

   なお、商業・法人登記の登記情報連携（ＧＵＩ利用）については、

令和８年（2026 年）中に、デジタル庁が提供する法人ベース・レ

ジストリに切替予定である。 

(ⅱ) 法務省とデジタル庁において、次期以降のシステム更改を見据

え、中・長期的な課題を解決するための協力体制を強化し、システ

ム構成の見直し、業務改革等の登記情報システムに関する将来構

想に係る検討を積極的に進め、運用等経費の削減を目指す。 

 

(ｴ) 手続等の更なるデジタル化 

① 刑事手続のデジタル化 

ⅰ 現状と課題 

現状は、紙媒体での書類の作成・発受が原則となっており、刑事

手続のデジタル化（書類の電子データ化、発受のオンライン化等）

のためには、システム構築を行う必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

刑事手続のデジタル化のための新システムを構築し、手続の迅

速化・合理化及び手続に関わる国民の負担軽減等を実現する（令和

８年度（2026年度）中の運用開始を目指す。）。 

刑事手続のデジタル化については、「一括見直しプラン」別表１

の備考欄において、別途検討を行う旨の記載がなされており、個別

に検討を進める。 

なお、検討に当たっては、デジタル庁を含めた関係機関との間

で、「既存のシステムを活用して、規制の見直しができないか」と
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いった費用削減の視点をも踏まえた十分な協議を実施する。（再掲） 

 

② 矯正行政のデジタル化 

ⅰ 現状と課題 

矯正処遇・再犯防止業務支援システムは、被収容者データ管理シ

ステムを中心に、被収容者情報及び矯正処遇に関連する情報を取

り扱う業務システムを統合し、関連情報を一元管理するものであ

るところ、令和６年度（2024 年度）に運用を開始し、運用開始後

も刑法等の法令改正に対応するための改修を実施している。 

引き続き、矯正処遇・再犯防止業務支援システムの活用による、

データ利活用の推進と業務の効率化を進める必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

以上の課題に対応するため、矯正局では現在、矯正処遇・再犯防

止業務支援システムを活用し、以下の取組を行っている。 

・信頼性あるデータに基づく再犯防止効果の見せる化 

・処遇の実態把握等のリアルタイム化 

・身分帳簿の一部デジタル化（令和７年（2025年）２月実施済み。）。 

・情報セキュリティ対策の高度化（令和７年（2025 年）２月実施

済み。）。 

・クラウドサービスの活用（令和７年（2025年）２月実施済み。）。 

・業務システム統合によるアプリケーションサービスの共通化・標

準化（令和７年（2025年）２月実施済み。）。 

・運用の効率化・高度化（令和７年（2025年）２月実施済み。） 

 

③ 更生保護行政のデジタル化 

     ⅰ 現状と課題 

更生保護行政においては、必要な情報の大半を、書面で受理、保

存、提供している。しかし、「重点計画」において、刑事手続にお

ける情報通信技術の活用に必要不可欠となるシステム構築を含め

たＩＴ基盤の整備に向けた取組を推進することが求められており、

検察庁、警察及び裁判所においては、刑事手続の全般にわたり情報

通信技術を活用し、書類の電子データ化、オンライン発受等ができ

るよう情報連係を行うためのシステム構築に向けた取組が進めら

れている。そのため、更生保護行政においても、検察庁等と円滑な

情報連携を図り、更生保護行政を適切に実施するためには、更生保

護官署における業務のデジタル化に取り組むことが必須であり、

また今後の更生保護行政の充実発展のためにも必要不可欠となっ

ている。 

ⅱ 目標・取組 

更生保護行政のデジタル化を推進するため、更生保護官署にお

ける事件事務処理については書類の電子データ化や書面の発受の
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オンライン化に対応できるよう、また、システム基盤についてはＧ

ＳＳ移行やガバメントクラウドを中心としたクラウドサービスの

導入に向けた設計等を行い、次期更生保護トータルネットワーク

システムの構築に向けた取組を推進する。 

 

④ 司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化（再掲） 

ⅰ 現状と課題 

  司法試験及び司法試験予備試験においては、 

(ⅰ) 出願手続や受験票・合格通知書の交付等の手続が全て郵送で

のみ行われており、受験手数料の納付も収入印紙を受験願書に

貼付して郵送する方法でのみ行われている。 

(ⅱ) 短答式試験及び論文式試験について手書きにより解答するこ

ととされており、特に論文式試験については、他の国家試験では

類を見ないほどの大量の答案を手書きで作成することが求めら

れている。 

    また、論文式試験の答案審査（採点）の面においても、答案用

紙に記入された手書きの文字の判読が困難な場合が少なくなく、

採点担当者に無用の負担を掛けている状況にある。 

ⅱ 目標・取組 

    受験者の利便性の向上、試験関係者の負担軽減を図る観点から、 

  (ⅰ) 令和７年度（2025 年度）から開始した出願手続等のオンライ

ン化及び受験手数料のキャッシュレス化の円滑な運用（デジタ

ル庁が提供する「国家資格等情報連携・活用システム」を活用す

る。） 

  (ⅱ) 令和８年（2026 年）に実施する試験からＣＢＴ（Computer 

Based Testing）方式による試験の導入 

   を着実に実施する。 

 

⑤ 商業登記電子証明書の利便性向上 

ⅰ 現状と課題 

商業登記電子証明書は、ファイル形式の署名鍵を利用者の特定

の端末に保存し、同端末上で電子文書に電子署名を付与する仕組

みとなっているが、利用者が署名鍵を作成する必要があることに

加え、利用者のローカル上の端末でしか利用できず、リモートワー

ク等を含む多様な環境における利用を可能とすることが必要であ

る。 

ⅱ 目標・取組 

商業登記電子証明書を用いた電子署名について、利用者の利便

性の向上の観点から、令和８年（2026 年）７月にリモート署名方

式の実現を目指す。 
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⑥ マイナンバーカードにローマ字氏名を表記できるようにする戸籍

法制の見直し 

ⅰ 現状と課題 

従前、戸籍には平仮名又は片仮名による個人氏名の表記を記載

事項とする規定は整備されていなかったことから、マイナンバー

カードに氏名をローマ字表記できるよう、平仮名又は片仮名によ

る個人氏名の表記を戸籍の記載事項とする規定を整備しなければ

ならないとされたため、個人氏名の表記を戸籍の記載事項とする

必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

デジタル社会形成整備法附則 73 条の規定を踏まえ、令和３年

（2021 年）９月に法制審議会戸籍法制部会が設置され、令和５年

（2023 年）の通常国会に「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」

を提出し、同法律案は令和５年（2023 年）６月２日に成立した。

同法は令和７年（2025 年）５月 26日に施行されたところ、施行の

日から１年間に限り振り仮名の届出が可能とされ、１年以内に届

出をしなかった者については市町村長が戸籍に振り仮名を記載す

るとされたことから、これらの作業を着実に進めていく。 

 

⑦ 行政手続におけるキャッシュレス化の推進 

（秘書課） 

ⅰ 現状と課題 

法務省の所管する行政文書開示請求手続等の各種手続に係る手

数料の納付方法について、その多くが収入印紙による納付に限ら

れており、キャッシュレス化が進んでいない。「規制改革実施計画」

において「各府省は、支払件数が１万件以上の手続等について、取

組方針を明らかにした上で、オンライン納付に取り組む」こととさ

れているなど、利用者の利便性向上を目的に行政手続の手数料等

の支払いをキャッシュレス化する施策が推進されていることを踏

まえ、法務省全体において、キャッシュレス化に向けた課題を引き

続き検討し、実現していく必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

各種行政手続においては、収入印紙を購入・貼付した上で、申請

等を行う場合があるところ、申請に際し、オンライン納付又は窓口

で行われるキャッシュレス納付が幅広く可能となるよう、デジタ

ル庁と情報共有を図り、同庁の検討状況等を踏まえつつ、法務省内

のキャッシュレス化の検討状況を一元的に把握し、法務行政にお

けるキャッシュレス化が効率的・効果的に実施されるための検討

を進める。 

また、実施に当たっては、「情報通信技術を利用する方法による
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国の歳入等の納付に関する法律」（令和４年法律第 39号）に基づ

く政省令の制定や運用指針の策定のほか、制度の周知・広報等、円

滑な制度の導入に向けた措置を講ずる。 

 

（民事局） 

ⅰ 現状と課題 

登記事項証明書の交付手数料を始め、法務局の窓口における手

続の手数料等の納付方法については、その多くが収入印紙による

こととなる。一方で、収入印紙は、行政手数料の納付や印紙税法に

基づく納付（契約書面への貼付）等の特定の場面以外で利用する機

会が少なく、法務局の窓口で手数料等を納付する際に、その都度、

郵便局等の印紙売りさばき所で収入印紙を購入することが必要と

なっていることから、キャッシュレス化を推進し、国民の利便性を

向上させる必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

「規制改革実施計画」において、「法務省は、法務局において支

払う手数料等について、窓口でキャッシュレス納付が可能となる

よう措置する」とされているほか、「デジタル庁は、各府省と連携

し、キャッシュレス納付の利用に伴う手数料負担の在り方につい

て検討を行うとともに、各府省におけるキャッシュレス化が効率

的・効果的に実施されるよう、既存の共通基盤の活用を含めたシス

テムの在り方や当該システム整備に係る予算措置の要否について

検討する等の必要な措置を講ずる」とされていることから、デジタ

ル庁と情報共有を図り、同庁の検討を踏まえつつ、法務局における

窓口キャッシュレスの導入に向けた検討を進めていく。 

 

（刑事局） 

ⅰ 現状と課題 

行政の手続におけるキャッシュレス化の推進の中で、検察庁に

おける罰金等の徴収金に係る納付手続についても納付方法の拡充

を進めていく必要があり、納付方法における現状は以下のとおり

である。 

（現状）原 則：日銀納付 

その他：検察庁の窓口での現金、証券又は印紙による納

付、現金等の送付による納付 

ⅱ 目標・取組 

現在、キャッシュレス化を含めた徴収金の納付方法の拡充につ

いて、一部試行を含めた検証を行っているところであり、引き続

き、費用対効果、セキュリティ面、システム及び業務上の課題な

どについて多角的な検証を進めていく。 
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（出入国在留管理庁） 

ⅰ 現状と課題 

出入国在留管理庁の所管する各種手続に係る手数料の納付方法

について、現在、収入印紙による納付に限られており、キャッシュ

レス化が実現できていない。「規制改革実施計画」において「各府

省は、支払件数が１万件以上の手続等について、取組方針を明らか

にした上で、オンライン納付に取り組む」こととされているなど、

利用者の利便性向上を目的に行政手続の手数料等の支払いをキャ

ッシュレス化する施策が推進されていることを踏まえ、同庁にお

いても、キャッシュレス化を検討・実現していく必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

「規制改革実施計画」において「デジタル庁は、各府省と連携し、

キャッシュレス納付の利用に伴う手数料負担の在り方について検

討を行うとともに、各府省におけるキャッシュレス化が効率的・効

果的に実施されるよう、既存の共通基盤の活用を含めたシステム

の在り方や当該システム整備に係る予算措置の要否について検討

する等の必要な措置を講ずる」こととされていることから、デジタ

ル庁と情報共有を図り、同庁の検討を踏まえつつ、所管する各種手

続についてキャッシュレス化の導入に向けた各種検討を進める。 

 

オ 地方の情報システムの刷新－戸籍情報システムの標準仕様書の見直し 

ⅰ 現状と課題 

戸籍情報システムについては、既に標準仕様書が存在しているが、既

存の標準仕様書と標準化基準における共通事項の整合性を確保する必

要があり、そのために既存の標準仕様書の見直しが必要な場合には、修

正を行う必要がある。 

ⅱ 目標・取組 

地方公共団体情報システム標準化基本方針（令和６年（2024 年）12

月 24日閣議決定）に対応するよう標準仕様書の見直しを進め、基幹業

務システムを利用する地方公共団体が、令和８年（2026 年）４月１日

までに、標準準拠システムへ移行できるように環境を整備するほか、同

日までに移行が完了しない特定移行支援システムを利用する地方公共

団体についても早期に移行が完了するよう支援を行っていく。 

 

カ 法務省におけるデジタル改革の推進体制の強化 

ⅰ 現状と課題 

   「重点計画」に、「各府省庁のＰＭＯやＰＪＭＯの体制の充実や、会

計部門等の関係部局との連携を含めＰＭＯの権限・機能の強化の推進、

情報システムの整備・運用の経験のある職員の積極的な配置・追加等を

行うことにより、デジタル化に関する各府省庁の推進体制を強化する」

とされており、当省ＰＭＯ体制の強化を行い、法務省のデジタル・ガバ
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メントを推進していかなければならない。 

ⅱ 目標・取組 

徹底した国民目線でのシステム開発・運用、サービス改革の観点を踏

まえた業務改革（ＢＰＲ）、所管分野のＤＸ推進、データ利活用、デジ

タル人材の戦略的な配置・確保・育成等といったデジタル改革に、政府

を挙げて強力に取り組む一環として、法務省におけるデジタル改革の

推進体制を強化する。 

具体的には、当省のＰＭＯ及びＰＪＭＯの体制の拡充や、大臣官房人

事課及び会計課を始めとする関係局部課等との連携によるＰＭＯの権

限・機能の強化を行い、法務省におけるデジタル改革の推進体制を強化

する。 

 

キ その他 － 訟務行政のデジタル化 

   ⅰ 現状と課題 

旧システム（準備書面作成支援システム）は、紙ベースでの事件記録

による業務遂行を前提として構築されたものであることから、システ

ムが支援する業務の範囲が限定的であり、職員の業務効率化の課題が

山積していた。 

現行の訟務情報システムは、令和６年（2024 年）３月に、デジタル

事件記録を前提とした上で、ＡＩ技術等の活用により、職員の利便性の

向上及び適正・迅速な事務処理の実現に資することを目指して稼動開

始したところ、令和８年（2026 年）５月までに民事裁判手続のデジタ

ル化が完全実施されることなども踏まえ、更なるＤＸの取組を行う必

要がある。 

ⅱ 目標・取組 

令和８年度（2026 年度）からＤＸの取組として、訟務情報システム

における従来型処理の課題分析と、新たに実装を検討する機能の実現

可能性を検証する概念的検証実験を一体的に実施する。課題分析と概

念的検証実験について調査から検証までを一貫して実施し、生成ＡＩ

を含む新技術の実務適用可能性を明らかにし、訟務事務全体における

適正化・迅速化、職員の負担軽減等の効果を期待する。 

 

３ 本計画の評価・改定 

本計画本文については、年に一度、定期にその内容の進捗状況を確認すると

ともに、その内容を見直した上で、法務省デジタル・ガバメント推進会議で改

定する。また、工程表についても併せて更新を行う。 


